
ＮＰＯ法人 みのお山麓保全委員会
〒562-0001箕面市箕面6-3-1 みのおサンプラザ1号館2階211号室

電話&FAX：072-724-3615 携帯電話：090-1133-3615

メール：yama-nami@yama-nami.net
ホームページ： www.yama-nami.net（検索：山なみネット）

＊箕面の山麓保全情報のポータルサイト「みのお山なみネット」

　ＮＰＯ山麓委員会は、5月21日に第16回定期総会を開き、2016年度事業報告・決算報告、及び2017年度事業計画
活動予算案が承認されました。あわせて下記の役員が選任されました。
理事：角山年昭、中瀬重幸、成瀬英夫、鹿島幸子、村上竜太、近藤万里、松木亮、中川弘佳、藤田哲彦（以上再任）
 鈴木真紀、永浜久美恵（以上新任） 監事：山内一浩（再任） 顧問：稲井信也（新任）
※鈴木真紀さん、永浜久美恵さんが新任、稲井信也さん、宮武みゆきさんは理事を退任しました。
総会終了後に理事会を開催し、代表、副代表が互選されました。 代表理事：角山年昭（新任）、副代表理事：成瀬
英夫（再任）、中瀬重幸（新任）、村上竜太（新任）、事務局長：高島文明（再任）

公益信託「みのお山麓保全ファンド」募金実績
▽ ｢箕面の森の守りびと｣会員 個人の募金 17,000

▽ 企業からの募金 阪急電鉄㈱・阪急阪神 未来のゆめ・まちﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 185,114

▽ 市民団体からの募金 森の音楽会・だんだんクラブ・パトロール隊他 53,595

▽ 箕面ネイチャールーム・大阪観光 17,484

▽ ゆずるの足湯募金 箕面滝道ふれあい広場（大阪観光） 35,077

▽ DVD募金 55,600

▽ 募金箱・その他 募金箱・インターネット募金（ＧＩＶＥＯＮＥ） 34,598

▽ 箕面市の「ふるさと寄附金」による｢箕面の森の守りびと｣会員 個人の募金

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・ 162,000

★いただいた募金は、市民や山林所有者による山麓保全の活動に使われます。 計 560,468

募金支援　自動販売機

期間：2017年1月～6月12日

山麓保全ファンドへの募金に ご協力をお願いします！

　団体名 
　みのお里山ぷら 
　しおんじ山の会 
　箕面の森の音楽会実行委員会 
　箕面だんだんクラブ 
　箕面の山パトロール隊 
　とんど山桜園の会 
　みのおエコクラブ 
　かやの中央まち育て交流会 
　杜の会 

助成金額
40,600

170,000
190,200
250,000
250,000
103,985
250,000
250,000
25,000

　団体名
　外院の杜クラブ
　みのお竹林クラブ
　みのお森のふれあい広場運営委員会
　箕面ホタルを守る会
　高田　博光※箕面国定公園の写真展
　≪以下は、新規の団体≫
　角谷　正朝※マミズクラゲの調査
　里山散策路をつくろう会
　昆虫科学教育館

助成金額
10,000
68,000

150,000
10,000

240,000

250,000
80,000

250,000

　公益信託「みのお山麓保全ファンド」は、四季折々に美しい箕面のみどり豊かな山麓を守り・育て・活かすために
山林所有者や市民の活動を資金面から応援（助成）する仕組みです。
　箕面の山麓部では、たくさんの市民団体や山林所有者が、さまざまな活動を行っています。
活動の相談など、お気軽にＮＰＯ山麓委員会（事務局）までご連絡ください。

◆申請受付期間： 
　８月１日（火）～８月３１日（木） 
◆助成金額： 
○一般助成・・・１件あたり２５万円以内　

◆対象となる事業期間：２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日
◆助成の流れ：
　受付（８/１～３１）⇒運営委員会助成決定（９月下旬）⇒助成（１０月下旬）

２０１７年２月期　公益信託「みのお山麓保全ファンド」一般助成の実績
○山林所有者（自然緑地等指定同意書提出者）による活動を助成 
　　　　件数：６０件、筆数：１４６筆、面積：３１４.３４４㎡、金額：６.０１２.０００円を助成
 ＊新規「自然緑地同意」：３件、山林整備サポート（ボランティアによる山の手入れ）要請件数：３１件
○市民団体等による活動を助成 
     件数：１７件、金額：２.５８７.７８５円を助成  ※新規の団体への助成は３件

山麓保全ファンドに助成申請して 山麓保全活動を行いませんか！　

みんなで守り 育て 活かす 箕面の里山みんなで守り 育て 活かす 箕面の里山みんなで守り 育て 活かす 箕面の里山

　四季折々に美しい山なみ景観は心の安らぎや

憩いの場を与え、私たちの生活にうるおいをもた

らしてくれており、市民アンケートでは、約 98％

が山麓部のみどりを守っていくべきだと答えてい

ます。

　また、 山麓部は、 動植物の生息空間、 水源

涵養、 大気浄化、 土砂災害の防止、 文化 ・

レクレーションの場など、 多様な役割を果たして

おり、 その南側に広がる市街地に住む私たち

に、 良好な住環境を提供してくれています。

　山麓部の森林が持つ公益的で多面的な機能

を最大限発揮させることを目標として活動してい

ますが、近年は、シカによる食害やナラ枯れ被

害、里山の管理（山の手入れ）の問題など、さま

ざまな課題が発生しています。
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四季折々に美しい山なみ景観

多様な植物や生き物

私たちの生活のやすらぎや憩いの場

明治の森箕面国定公園　
昭和42年に指定　　
約963ha

平成10年　箕面市都市
景観条例により
　山なみ景観保全地区
　指定　約380ha

平成22年　山すそ部を
山すそ景観保全地区に指定

※山麓部の総面積は約380ｈａ、約350名の地権者が所有しており、約80％が民有地（公有地は約20％）です。

箕面の山麓部（市街地から見える部分）・・・明治の森箕面国定公園の南斜面一帯の豊かな緑でおおわれた部分



地域の共有資源として 箕面の里山を 守り 育て 活かす試み

"かつては、人の手で管理・活用されていた里山
　箕面市域の約 60％を占める山林は、江戸時代には

勝尾寺と瀧安寺の寺領山と農民による利用を幕府が

公認した入会（いりあい）山などに分かれていました。

　所有権は幕府にあるが、寺領山ではそれぞれの寺院

に、入会山にはそれぞれの村に占有利用権が認めら

れていました。つまり、所有権と利用権は分かれてお

り、里山は、それぞれの共有資源として入会慣行によ

り、共同で管理され持続可能な活用がされていました。

※農業生産のための肥料、牛馬の飼料、建築材や燃

料 , 山菜、木炭や材木、松茸や果樹などの商品資源の

他お祭りや民俗行事などの活用

入会が衰退し管理されなくなり、様々な問題が・・・
　明治に入り、新政府は官地 ・ 官林として国有林経営に

乗り出すとともに、入会山のような共有地でも、納税のた

めに個人の名義人を決めました。共有地を個人の名義

にしたことに加えて、当時作成された公図（土地台帳付

属地図）のあいまいさが加わり、個人の財産権と共有財

産との関係などの混乱が現在まで続いています。

　また、昭和 30 年代後半から、化学肥料やガス ・ 電気

が普及し、ライフスタイルも変化したことから、里山が農

業や日々の生活において必要とされなくなり、利用され

なくなり、入会が衰退して、人の手による管理がされなく

なりました。

白島地区の山林整備活動

　箕面では、寺や神社 ・ 水利組合 ・ 地域の共有名義の山林は、地元の共有資源としての意識が高く、個人所有の山林
も含めて、毎年 70 件以上の山林所有者が山麓保全ファンドの助成を受けて、山の手入れの活動を行っています。

粟生外院地区の山林整備活動 新稲地区の山林整備活動

萱野小学校に保管されているまんどろ火祭りの絵 復活したまんどろ火祭り（公益信託みのお山麓保全ファンド助成事業）

こども達と一緒に楽しい夏の風物詩として発展させています。今年は 8 月 5 日（土）に行わます。（雨天順延 8 月 6 日）

再発見！箕面での山と人との密接な関わり
　「おじいさんは山へ柴刈りに、おばあさんは川に洗濯に･･･」　ひと昔前まで、箕面でもご飯やお風呂を炊く燃料を 

得るために山に柴刈りに入っていました。人は、山からいろいろな恵みを受けていたのです。そして、地域を守る 

守護神 " 鎮守の森 "。さまざまな庶民信仰にまつわる民俗行事が行われるなど、精神的 ・ 物質的ないろいろな意味 

で、長い間、人々は山と密着した生活を送ってきたのです。 

≪山と関わる伝統行事「まんどろ火祭り」≫
　お盆の火祭りとしては京都 ・ 五山の送り火が有名ですが、箕面の「まんどろ」も、300 年以上の歴史がある古い火

祭りです。京都の愛宕（あたご）神社から西国街道（現在の 171 号線付近）を通って伝わり、先祖の霊を送り迎えする

火祭りで、虫除けや豊作願いなどの意味もあるといわれています。

　箕面では、戦前まで多くの集落に火祭りが残っており、特に萱野地区では、お盆の時期に、北山 ・ 南山の至る所で

” 横一文字 ” の火文字が見事であったといわれています。

　白島では一時途絶えていた火祭りを復活させることができました。新しい街「かやの中央」のまちづくりを進める中で

復活した「まんどろ火祭り」。市民参加による松明づくりやまんどろ参加を通じて、伝統行事の復活と発展、人と山との

新しい関わり方として、里山保全の必要性を広く伝える活動となっています。

火の神様（愛宕神社）と水の神様（水神白姫神社）

　箕面市白島地区の山麓部には、火の神様（愛宕神社）の他に、水

の神様（水神白姫神社）がおられます。

≪愛宕信仰≫
　箕面では、それぞれの村ごとに、防火の神様が村を見守っています。

（白島の他に、石丸、坊島、外院、粟生外院、粟生新家、今宮、間谷奥

　間谷中村、小野原、平尾、西宿、新稲など）

多くは、村全体を見渡せる位置にある山の尾根に、愛宕の祠が祀られ

います。それぞれの村は、村を火災から守るために、京都の愛宕神社

から護符をいただいて持ち帰り、祠に収めてお祈りしました。

　まんどろには、愛宕信仰による防火のお祭りの他に、地蔵盆の要素

も加わっているようです。

≪水神信仰≫
　昔、農業生産や日常生活において水の確保は、今よりもずっと深刻

でした。そこから生まれてきたのが「水神信仰」といわれています。

　水神信仰は、雨乞いと同時に水害防止にも深く結びついています。

　山麓部には大きな河川はなく、農業生産のための水は、ため池を作

るなど、雨水の効率的な利用を行い確保してきました。

　しかし、同時に急傾斜な山麓部のため、池は時に決壊し、災害を呼び

起こすことがありました。

　水の神様（水神白姫神社）は、地域の人々の水確保と水害防止への

切実な願いが結びついたものなのです。

　※元旦と夏に神主さんを呼んでお参りされているそうです。

白島の愛宕社

水神白姫神社のお参り

山麓保全活動の取り組み

　山麓保全活動は、山麓保全に必要な資金や労力を山林所有者のみが負担するのではなく、行政を含めた市民

全体が役割を担い、三者（山林所有者 ・ 市民 ・ 行政）協働で、保全に取り組んでいく取り組みです。

≪山林所有者への山麓ファンドの助成≫
　箕面市環境保全条例により「自然緑地」として指定された山林（山なみ景観保全地区）において、その所有者が

「里山の管理」を行う場合に助成されます。※助成金額は、土地登記簿面積１㎡あたり 25 円（上限 25 万円）

高齢などで、山林所有者が山に入れない場合は、ボランティアが派遣要請を受けて、山の手入れを手伝います。

≪自然緑地等指定制度≫
　この制度は、山なみ景観保全地区内の緑地（＝自然緑地）を

所有者の同意を得て指定し、所有者と協力して保全していこう

とする制度です。（箕面市環境保全条例第 47 条）

　現在、約 50％（面積比）の山林が「自然緑地」に指定されて

います。NPO 山麓委員会では、数年後に 60％になるよう、山林

所有者の立場に配慮しながら、自然緑地指定同意を呼び掛け

ています。

≪山林所有者の " 悩み相談会 "≫
　山なみ景観保全地区の山林を対象に、山林所有者の ” 悩み ” が少しでも解決できるようにお手伝いをします。

　山林所有者がかかえるたくさんの ” 悩み ”

　〇相続で山林を受け継いだが、自分の山がどこにあるか分からない

　〇高齢になり足が弱くなり山に行けなった、山の手入れができない

　〇勝手にゴミを捨てるなど、マナーの悪い人が多く困っている

　〇シカやイノシシなど有害鳥獣が多くなって困っている

　〇大雨が降ると、土砂災害がおきないか心配

　〇山の価値がなくなったので山を売りたい、寄付をしたいけど、どう

　　したら いいかわからない

　〇子孫に相続させたいが、相続税が高いので心配 ・ ・ ・ など

７月２７日（木） ・ ２８日（金） ・ ２９日（土） 
 午前１０時～１２時まで
　　※その他の日でも相談承ります。 
みのおサンプラザ１号館２階（箕面駅前） 
 NPO 山麓委員会事務所
 TEL/FAX072-724-3615
　　※相談会にご参加の方は、事前に 
　　　予約の連絡をお願いします。 
　　　お気軽にご相談ください！ 
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火祭りで、虫除けや豊作願いなどの意味もあるといわれています。

　箕面では、戦前まで多くの集落に火祭りが残っており、特に萱野地区では、お盆の時期に、北山 ・ 南山の至る所で

” 横一文字 ” の火文字が見事であったといわれています。

　白島では一時途絶えていた火祭りを復活させることができました。新しい街「かやの中央」のまちづくりを進める中で

復活した「まんどろ火祭り」。市民参加による松明づくりやまんどろ参加を通じて、伝統行事の復活と発展、人と山との

新しい関わり方として、里山保全の必要性を広く伝える活動となっています。

火の神様（愛宕神社）と水の神様（水神白姫神社）

　箕面市白島地区の山麓部には、火の神様（愛宕神社）の他に、水

の神様（水神白姫神社）がおられます。

≪愛宕信仰≫
　箕面では、それぞれの村ごとに、防火の神様が村を見守っています。

（白島の他に、石丸、坊島、外院、粟生外院、粟生新家、今宮、間谷奥

　間谷中村、小野原、平尾、西宿、新稲など）

多くは、村全体を見渡せる位置にある山の尾根に、愛宕の祠が祀られ

います。それぞれの村は、村を火災から守るために、京都の愛宕神社

から護符をいただいて持ち帰り、祠に収めてお祈りしました。

　まんどろには、愛宕信仰による防火のお祭りの他に、地蔵盆の要素

も加わっているようです。

≪水神信仰≫
　昔、農業生産や日常生活において水の確保は、今よりもずっと深刻

でした。そこから生まれてきたのが「水神信仰」といわれています。

　水神信仰は、雨乞いと同時に水害防止にも深く結びついています。

　山麓部には大きな河川はなく、農業生産のための水は、ため池を作

るなど、雨水の効率的な利用を行い確保してきました。

　しかし、同時に急傾斜な山麓部のため、池は時に決壊し、災害を呼び

起こすことがありました。

　水の神様（水神白姫神社）は、地域の人々の水確保と水害防止への

切実な願いが結びついたものなのです。

　※元旦と夏に神主さんを呼んでお参りされているそうです。

白島の愛宕社

水神白姫神社のお参り

山麓保全活動の取り組み

　山麓保全活動は、山麓保全に必要な資金や労力を山林所有者のみが負担するのではなく、行政を含めた市民

全体が役割を担い、三者（山林所有者 ・ 市民 ・ 行政）協働で、保全に取り組んでいく取り組みです。

≪山林所有者への山麓ファンドの助成≫
　箕面市環境保全条例により「自然緑地」として指定された山林（山なみ景観保全地区）において、その所有者が

「里山の管理」を行う場合に助成されます。※助成金額は、土地登記簿面積１㎡あたり 25 円（上限 25 万円）

高齢などで、山林所有者が山に入れない場合は、ボランティアが派遣要請を受けて、山の手入れを手伝います。

≪自然緑地等指定制度≫
　この制度は、山なみ景観保全地区内の緑地（＝自然緑地）を

所有者の同意を得て指定し、所有者と協力して保全していこう

とする制度です。（箕面市環境保全条例第 47 条）

　現在、約 50％（面積比）の山林が「自然緑地」に指定されて

います。NPO 山麓委員会では、数年後に 60％になるよう、山林

所有者の立場に配慮しながら、自然緑地指定同意を呼び掛け

ています。

≪山林所有者の " 悩み相談会 "≫
　山なみ景観保全地区の山林を対象に、山林所有者の ” 悩み ” が少しでも解決できるようにお手伝いをします。

　山林所有者がかかえるたくさんの ” 悩み ”

　〇相続で山林を受け継いだが、自分の山がどこにあるか分からない

　〇高齢になり足が弱くなり山に行けなった、山の手入れができない

　〇勝手にゴミを捨てるなど、マナーの悪い人が多く困っている

　〇シカやイノシシなど有害鳥獣が多くなって困っている

　〇大雨が降ると、土砂災害がおきないか心配

　〇山の価値がなくなったので山を売りたい、寄付をしたいけど、どう

　　したら いいかわからない

　〇子孫に相続させたいが、相続税が高いので心配 ・ ・ ・ など

７月２７日（木） ・ ２８日（金） ・ ２９日（土） 
 午前１０時～１２時まで
　　※その他の日でも相談承ります。 
みのおサンプラザ１号館２階（箕面駅前） 
 NPO 山麓委員会事務所
 TEL/FAX072-724-3615
　　※相談会にご参加の方は、事前に 
　　　予約の連絡をお願いします。 
　　　お気軽にご相談ください！ 
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ＮＰＯ法人 みのお山麓保全委員会
〒562-0001箕面市箕面6-3-1 みのおサンプラザ1号館2階211号室

電話&FAX：072-724-3615 携帯電話：090-1133-3615

メール：yama-nami@yama-nami.net
ホームページ： www.yama-nami.net（検索：山なみネット）

＊箕面の山麓保全情報のポータルサイト「みのお山なみネット」

　ＮＰＯ山麓委員会は、5月21日に第16回定期総会を開き、2016年度事業報告・決算報告、及び2017年度事業計画
活動予算案が承認されました。あわせて下記の役員が選任されました。
理事：角山年昭、中瀬重幸、成瀬英夫、鹿島幸子、村上竜太、近藤万里、松木亮、中川弘佳、藤田哲彦（以上再任）
 鈴木真紀、永浜久美恵（以上新任） 監事：山内一浩（再任） 顧問：稲井信也（新任）
※鈴木真紀さん、永浜久美恵さんが新任、稲井信也さん、宮武みゆきさんは理事を退任しました。
総会終了後に理事会を開催し、代表、副代表が互選されました。 代表理事：角山年昭（新任）、副代表理事：成瀬
英夫（再任）、中瀬重幸（新任）、村上竜太（新任）、事務局長：高島文明（再任）

公益信託「みのお山麓保全ファンド」募金実績
▽ ｢箕面の森の守りびと｣会員 個人の募金 17,000

▽ 企業からの募金 阪急電鉄㈱・阪急阪神 未来のゆめ・まちﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 185,114

▽ 市民団体からの募金 森の音楽会・だんだんクラブ・パトロール隊他 53,595

▽ 箕面ネイチャールーム・大阪観光 17,484

▽ ゆずるの足湯募金 箕面滝道ふれあい広場（大阪観光） 35,077

▽ DVD募金 55,600

▽ 募金箱・その他 募金箱・インターネット募金（ＧＩＶＥＯＮＥ） 34,598

▽ 箕面市の「ふるさと寄附金」による｢箕面の森の守りびと｣会員 個人の募金

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・ 162,000

★いただいた募金は、市民や山林所有者による山麓保全の活動に使われます。 計 560,468

募金支援　自動販売機

期間：2017年1月～6月12日

山麓保全ファンドへの募金に ご協力をお願いします！

　団体名 
　みのお里山ぷら 
　しおんじ山の会 
　箕面の森の音楽会実行委員会 
　箕面だんだんクラブ 
　箕面の山パトロール隊 
　とんど山桜園の会 
　みのおエコクラブ 
　かやの中央まち育て交流会 
　杜の会 

助成金額
40,600

170,000
190,200
250,000
250,000
103,985
250,000
250,000
25,000

　団体名
　外院の杜クラブ
　みのお竹林クラブ
　みのお森のふれあい広場運営委員会
　箕面ホタルを守る会
　高田　博光※箕面国定公園の写真展
　≪以下は、新規の団体≫
　角谷　正朝※マミズクラゲの調査
　里山散策路をつくろう会
　昆虫科学教育館

助成金額
10,000
68,000

150,000
10,000

240,000

250,000
80,000

250,000

　公益信託「みのお山麓保全ファンド」は、四季折々に美しい箕面のみどり豊かな山麓を守り・育て・活かすために
山林所有者や市民の活動を資金面から応援（助成）する仕組みです。
　箕面の山麓部では、たくさんの市民団体や山林所有者が、さまざまな活動を行っています。
活動の相談など、お気軽にＮＰＯ山麓委員会（事務局）までご連絡ください。

◆申請受付期間： 
　８月１日（火）～８月３１日（木） 
◆助成金額： 
○一般助成・・・１件あたり２５万円以内　

◆対象となる事業期間：２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日
◆助成の流れ：
　受付（８/１～３１）⇒運営委員会助成決定（９月下旬）⇒助成（１０月下旬）

２０１７年２月期　公益信託「みのお山麓保全ファンド」一般助成の実績
○山林所有者（自然緑地等指定同意書提出者）による活動を助成 
　　　　件数：６０件、筆数：１４６筆、面積：３１４.３４４㎡、金額：６.０１２.０００円を助成
 ＊新規「自然緑地同意」：３件、山林整備サポート（ボランティアによる山の手入れ）要請件数：３１件
○市民団体等による活動を助成 
     件数：１７件、金額：２.５８７.７８５円を助成  ※新規の団体への助成は３件

山麓保全ファンドに助成申請して 山麓保全活動を行いませんか！　

みんなで守り 育て 活かす 箕面の里山みんなで守り 育て 活かす 箕面の里山みんなで守り 育て 活かす 箕面の里山

　四季折々に美しい山なみ景観は心の安らぎや

憩いの場を与え、私たちの生活にうるおいをもた

らしてくれており、市民アンケートでは、約 98％

が山麓部のみどりを守っていくべきだと答えてい

ます。

　また、 山麓部は、 動植物の生息空間、 水源

涵養、 大気浄化、 土砂災害の防止、 文化 ・

レクレーションの場など、 多様な役割を果たして

おり、 その南側に広がる市街地に住む私たち

に、 良好な住環境を提供してくれています。

　山麓部の森林が持つ公益的で多面的な機能

を最大限発揮させることを目標として活動してい

ますが、近年は、シカによる食害やナラ枯れ被

害、里山の管理（山の手入れ）の問題など、さま

ざまな課題が発生しています。

平成２９年（2017年）夏号発行：ＮＰＯ法人みのお山麓保全委員会　

みの お山なみ通信
MINOH YAMANAMI NEWS LETTERMINOH YAMANAMI NEWS LETTER

四季折々に美しい山なみ景観

多様な植物や生き物

私たちの生活のやすらぎや憩いの場

明治の森箕面国定公園　
昭和42年に指定　　
約963ha

平成10年　箕面市都市
景観条例により
　山なみ景観保全地区
　指定　約380ha

平成22年　山すそ部を
山すそ景観保全地区に指定

※山麓部の総面積は約380ｈａ、約350名の地権者が所有しており、約80％が民有地（公有地は約20％）です。

箕面の山麓部（市街地から見える部分）・・・明治の森箕面国定公園の南斜面一帯の豊かな緑でおおわれた部分


